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問…問合せ先  申…申込み  日…日時  所…場所  対…対象  予…予約  ￥…料金  ☎…電話番号

■検針日の変更について
　水道メーターの検針は、現在、地区毎で異なる日に行っておりますが、使用期間や請求を分かりや

すくするため「２月請求分」より検針日を月末に変更いたします。

【例】現在の検針日が18日の地区の場合　

検針日

11/19 ～12/18

使用分

1月請求

18日から28日の間

現在の検針日
月末

新しい検針日

検針日 

3/1 ～ 3/31

使用分

4月請求

検針日

2/1 ～ 2/28

使用分

3月請求

検針日

12/19 ～ 1/31

使用分

2月請求

※２月請求分は検針日が月末に変更となるため、 使用期間が１か月を超えますが、 基本料金は１か月分の

請求となります。 超過料金については、基本水量の１. ５か月分（用途が「一般」の場合、基本水量８㎥×１．

５か月分の１２㎥）を超えた水量を超過料金として請求いたしますのでご注意ください。

■検針票の発行終了について
　検針の自動化により「検針票（水道・下水道使用量・料金のお知らせ）の発行を終了」いたします。

令和８年４月より、使用量や料金等を確認・印刷したい場合はｗｅｂサイトへの登録が必要になります。

登録方法等については、運用の開始が決まりましたら、町ホームページ及び広報でお知らせいたします。

Ｗｅｂサイトへの登録には検針票に記

載の 「お客様番号」、 「契約者名」 が

必要となりますので、 現在配布して

いる紙の検針票の保管をお願いい

たします。

生活環境課上下水道係　☎56-2111

検針票（一部抜粋）

水道スマートメーターの導入に伴い
「検針日の変更」「検針票の発行終了」を行います
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